
 
 

運送ダイヤの改正について 

 
 郵便事業会社信越支社オペレーション部は、「運送ダイヤの改正」について地方本部

に説明してきました。 
 
 表記趣旨は、荷量に応じた運送車両の設定を行なうため、地域間及び地域内運送ダ

イヤ改正を実施するものです。 
 今般の地域間ダイヤ（差立便）の改正は、主に土曜日の荷量が６ｔから４ｔに車格

下げになるものです。また、名古屋・長野線の新潟上は現行２１時発が２１時４５分

発となり、４５分繰下げとなります。これは、新潟支店における結束状況を考慮した

ものです。 
 また、地域内ダイヤでは、松本南・伊奈線について下２号便が追加されます。 
 
 この改正は、第一四半期（４月～６月）の差立荷量データにより設定されており、

コスト削減額を質したところ、７ヶ月間（９月～３月）で地域間便では 1,860 万円、

地域内便では 329 万円としました。 
 
 実施日は平成２４年９月１日（土）であり、要員措置及び服務表改正はありません。 
 なお、今後の各種特産品については臨時運送便設定の予定です。 
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